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国土地理院

面 積 ｜557.03㎢

人 口 ｜1,489,183人

世帯数｜750,309世帯

人口密度｜2,673人/㎢

高齢化率｜29.%
（2025年1月末時点）

（推計）

（推計）

神戸市の概要



神戸市の概要（地形、特色）



戦後の山麓部開発、その後のニュータウン開発等で人口増加に対応



■＝建物用地（赤色）１９８７年（S62） ２０１４年（H26）

＝人口集中地区

1960年 1980年 2010年

土地利用の状況、人口集中地区の変遷



神戸市の空き家状況
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※ 応急仮設住宅を除くと空き家率は11.8%

総住宅数 空き家数 空き家率 空き家率（全国）

出典：令和５年住宅・土地統計調査結果



使える空き家・空き地
☛売却や賃貸、地域利用

などの活用を促す。

使えない空き家
☛解体し、土地の活用を促進する。

神戸市空家等対策計画（2021～2025）の基本方針



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き家おこし協力隊（専門家派遣）

地域利用バンク、空き家・空き地活用応援制度

法・条例に基づく指導

老朽空家等解体補助制度

特命ﾁｰﾑによる
財産管理制度活用

所有者への広報・啓発・情報提供、活用事例の発信

空き家等活用相談窓口

建築家との協働による空き家活用促進事業

神
戸
市
の
取
り
組
み

民間事業者との連携

実家を相続したけど

何をしたら？

大変そうだな

あとでやろう

どんな活用

が出来る？

思い入れがあって

手放せない

不動産事業者に

断られた！

自分には関係ない

考えたくない

市場流通等に

向けた支援

活用者への

情報発信・補助
発生抑制のための

意識啓発
早期活用を促す

取り組み

ふせぐ
おこす

つなぐ
つかう

なおす

・こわす
適正管理

・修繕・解体

実家が傷んできた

どうしよう…

ご近所に迷惑が！



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

すまいるネット
空き家等活用相談窓口

H27～
▌変遷
平成12年10月 神戸市すまいの安心支援センターを神戸市中央区に開設（愛称を「すまいるネット」に決定）
平成27年11月「空き家活用相談窓口」を開設
平成30年10月 空き地も対象に加え、「空き家等活用相談窓口」に改称
令和元年９月 神戸市長田区へ移転



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き家等活用相談窓口｜平成27年11月～
神戸市住環境整備公社へ委託し、公社が運営する「神戸市すまいの総合窓口すまいるネット」内へ設置

相談対象：神戸市内の空き家・空き地（農村地域は神戸市農政公社が対応）の所有者

建築士、ファイナンシャルプラナー、
消費生活アドバイザーなどが対応

①専門家（宅建士）が物件を確認し、相談者の希望に
応じて、登録事業者に売買・賃貸等の提案を依頼
②提案内容をも とに相談者へ説明

登録する市内の不動産事業者（支援事業者）
が依頼を受け、現地確認し、買い取り価格
などを提示



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き家おこし協力隊（専門家派遣）｜令和３年1月～参考



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

◆空き家・空き地地域利用バンク
➡人と土地のマッチング支援

◆地域利用応援制度（補助事業）
◆隣地統合補助・整備費補助

➡活用するための「お金」の支援

H30～



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き家・空き地地域利用バンク｜平成30年10月～



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き地活用応援制度‐空き家の地域利用に対する補助



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

before

after

商店街の空き店舗を、お店を持ちたい人や

起業したい人の背中を押す「起業体験

カフェ」として再生。改修は学生による

DIYも交えながら行った。

地域の人や学生がチャレンジするキッカケ

となる場として活用されている。

リノベーション補助事例
KIKKAKE PLACE（兵庫区下祇園町）



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き地活用応援制度‐隣地統合補助｜平成３０年1０月～

主な要件

・隣地統合する土地（及び建物）の買主
・隣地統合する土地（及び建物）の売主

対象者

※令和６年年度より
・売主のみの申請は不可
・売主・買主のいずれかが個人であること
などを条件に追加予定



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き地活用応援制度‐整備費補助（団体型）｜平成３０年1０月～

活用も活動も主体は市民であり、行政はその活動の初動を支援する。



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

空き地活用応援制度‐整備費補助活用事例
「おさんぽ畑」（長田区）

before

after

※現在は利用料は変更されております



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

建 築 家 空 き 家R4～

◆建築家との協働による

空き家活用促進事業



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

建築家との協働による空き家活用促進事業

最大500万円
を補助（補助率1/2）

１．建築家の改修設計により
空き家を魅力的に再生

２．改修した物件を
社会貢献のために活用

動画や
ウェブページで
効果的に発信にぎわいが生まれ

まちの魅力が向上

魅力的な事例
の集積

建築家の力で
空き家を素敵に再生



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

before
before after

建築家補助活用事例①
風景の良い高台で静かな対話の場所を。『共同茶室』（兵庫区梅元町）



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

建築家補助活用事例②
古い倉庫を古材ストックヤード+DIY工房！（長田区長田天神町）

before after



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

建築家補助活用事例③
古民家をおしゃれなピザ屋さんに大変身！（北区大沢町）

https://www.youtube.com/watch?v=9l0gv4ugnoY

before after



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

R5～

◆民間主導による空き家活用促進事業



おこす つなぐ なおす・こわすつかう

民間市場において適切に流通する仕組みが必要
空き家活用事業に従事する民間事業者を神戸市に呼び込む

民間主導による空き家活用促進事業

背景 行政による支援をメインとした活用促進だけでは、限界がある

目的

4事業者と連携協定を締結し、R5～R7まで初動期支援を実施
現在の
支援

今後の
展望

神戸市の空き家課題解決に必要な事業者と、更なる連携を模索



END


